
③ 企業が行う育児支援制度で利用したいものを実際は利用していない理由（対   

労働者）  

図Ⅲ－21企業が行う育児支援で利用」たいものを実際は利用していない理由  
（利用していないができれば利用したいと回答した者）  

1日あたりの勤務時間の短縮（Nニ325）  

フレックスタイム（N＝608）   

始業・終業時劾の繰上げ又は繰下げ（N＝544）  

週・月の所定労働日を減らす（N＝477）  

残業の免除（N＝470）  

事業所内託児施設（N＝530）  

ベビーシソダー費用補助（N＝514）  

在宅勤務（N＝665）  

休日労働の免除（N＝346）  

20．9  t4．3  

1、ご・   

4．2   

4．8   

7＼7  

1．こミ  

2．1   

1．8  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

r■職場に制度がないロ制度はあるが自分には適用されないロ制度はあるが利用Lづらしノ＼■その他  

図Ⅳ－11できれば利用しノたい介護支援制度を実際は利用Lていない理由  

（利用していないができれば利用したいと回答した者）  

1日当たりの勤務時間の短縮（N＝174）  

フレックスタイム（N＝219）  

始業・終業時刻の繰上げまたは繰下げ（N＝214）  

週・月の所定労働日を減らす（N＝316）  

残業の免除（N＝190）  

介護費用の補助等（N＝243）  

在宅勤務（N＝204）  

休日労働の免除（N＝182）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

闊職場に制度がない□制度はあるが自分には適用されないロ制度はあるが利用しづらい■  竺竺些」竺阜堅旦」   
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④ 仕事を続けるために必要な制度（仕事と育児の両立の難しさで仕事をやめた   

人に聞いた利用できれば仕事を続けられたとする支援・サービス）（対出産1   

年前は雇用者で、現在無職の者）  

図Ⅲ－3 利用できれば仕事を続けられた支援やサービス（複数回答）（N；125）   

保有国・託児所（ゼロ武州呆育、延長促育、柄児駄育等を含む）   

種場の育児休東湖度（子供がl講を超えても保育周＝こ入園するまで）  

】取塊の聖僻  

隈塊の肴雉休暇制度（子供が病気の時に仕耶を休直る制度）  

東の協力  

嘩場の文枝楷紀  

子供の阻父母の協力  

育児休業中の所得供障  

職場の育児休業制度（子供がl故になるまで）  

家耶サービス（掃除、洗濯など）  

ベビーシッターなどの保育サービス（保育園・訂亡児所を除く〕  

ノヾピーオ、テル  

ー5．6  

■3▲2  

そ〝）他l■■5．6  

■4．0  ニれらのものがあっても続けるのは敬しかった   

10  20  30  40   



⑤ 仕事と育児（介護）の両立支援のための制度を導入していない理由（対企業）  

図卜14 仕事と育児の両立支援のための制度を導入していない理由（複数回答）（Nニ2781）  

短時間勤跨制度  

フレックスタイム軋  

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

残業の免除  

休日労働の免除  

在宅労働  

託児施設の設置運営  

べど－－シソターの費用補助  

‾一】 

忘二＝：㌫云㌻ ‾一「  

□他の措置のニーズが高い  

ロニーズはあるが会社の負担が  

≡ 大きい  

。業務の性質になじまか   

■その他  

t・1：、  

0  ユ0    2〔）   30   40    5（）   60  

園Ⅰ－23 仕事と介護の両立支援のた机の制度を導入していない理由  

（複数回答）（N＝2781）  

短時間勤務制度  

フレックスタイム制  

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

残業の免除  

休日労働の免除  

在宅労働  

介護サービスの費用補助  

■ニーズがない  

ロ他の措置のニーズが高い  

Dニーズはあるが会社の負担が大きい  

ロ業務の性質になじまない  

粧その他  

0  5 10 15  20  25  30  35  40  45  
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2 育児・介護休業のあり方  

（育児休業）  

（2）内閣府「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」（平成18   

年3月）  

① 育児休業利用時の人事労務管理（対企業）  

図表2－13 休業時の人事労務管理（業務内容・量・職責範囲）  

全体（N＝1，368）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

□休業前と集預内容・職責の範囲が変わるロわからない□無回答  田休業前と原則変わらない   

図表2－14 休業時の人事労務管理（昇給・昇格）  

全体（N＝1，368）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

り  
‾ ‾‾‾ ‾■ ‾－‾▼－   

は取り戻すことができない ロー時的に遅れるが、取  
ない  ロわからない  

田無回答  

2ロ   



（介護休業）  

（2）労働政策研究・研修機構「介護休業制度の利用拡大に向けて一「介護休業制度   

の利用状況等に関する研究」報告書－」（平成18年11月）  

① 介護のために必要だった連続休暇及び介護開始時の対応（対労働都  

素2コ，2．介護♂1た裾二必要たった連続休暇  

N  ‘ ／－  （／り   

合 計  600 100．（） 1（札0  

連続した休みは必要なかった   

連続Lて2週間未満  

連続して2週間～1ケ月末満  

連続してユケ月～3ケ月末満  

196  賃2．7  とミ2．7  

4日   

＿．．＿】  

15  

15  

17．3  

G  l．0！  

1 ：；F   

連続して3ケ月～6ケ月末満  

連続して6ケ月～1年未満  

連続Lて1年以上  

薫 介護開始時 雇用経験サンプルげ）み  

図2．2．2．介護開始時の対応  
一全体・介護役割別・休みげ－必要の有無別－  

全 体（Nこ6：う2）   

主介護者（N＝32（j）   

非圭介護者（N＝298）  

連続した休みが必要  
だった（N＝104）  

連続しノた休みは必要  
なか1・た（N＝489）  

ロ関わった  日関わっていない  

曇… 介護開始時 雇用経験サンフロルのみ  

右の項目にひとつでも  病院・介護施設等の入退院の手続き  

介護のための情報収集・手続き  

介護のための住宅整備に関すること  

介護用品の購入・レンタル等の手配  

「あなたが主に行った」がある場合、  
「関わった】とした  

21   



② 介護休業を取得しなかった理由（対労働者）  

図2．3．1．介護休業を取得しなかった理由  
一休業取得しなかった人－  

0％  25％  50％  75％  100％   

家族の助け・外部サービスを使って、  
介護に対処できた（N＝568）  

休日・休暇制度などを活用して介護に、  
対処できた（N＝558）   

職場に介護休業制度がなかった（N＝558）  

職場に介護のことを相談する部署が  
なかった（N＝558）  

職場で取得した人がいなかったので情報  
がなかった（N＝557）   

休業を取得すると収入が減ると思った  
（N＝552）  

介護休業制度の内容が使いづらかった  
（N＝548）   

制度はあったが、自分には適用されて  
いなかった（N＝548）   

家族に仕事を休まないように言われた  
（N＝559）  

申請手続きが面倒だった（N＝550）   

要介護者が介護休業制度の対象外だった  
（N＝543）  

ロあてはまる   ■あてはまらない  

諾く 介護開始時 雇用経験サンプルのみ  

図2．3．2．介護休業を取得しなかった理由  
一休みの必要の有無別－  

0  25  50   
「あてはまる」％  

75  100  

家族の助け・外部サービスを使って、  
介護に対処できた  

休日・休暇制度などを活用して介護に、  
対処できた  

職場に介護休業制度がなかった  

職場に介護のことを相談する部署が  
なかった  

職場で取得した人がいなかったので  
情報がなかった  

休業を取得すると収入が減ると思った  

介護休業制度の内容が使いづらかった  

家族に仕事を休まないように言われた  

制度はあったが、自分には適用されて  
いなかった  

申請手続きが面倒だった   

要介護者が介護休業制度の対象外だった  

※ 介詰問始時 雇用経験サンプルのみ  22  

曇   



③ 今後の介護休業取得希望（対労働者）  

図 4．3．1． 今後の介護休業取得希望  

一全体・雇用形態と介護役割タイプ別・勤務先の介護休業制度の有無別－  

0％  25ウ己  50％  75％  100％  

全 体（N＝559）  

正規雇用・圭介護者  
（N＝98）   

正規雇用・非主介護者  
（N＝155）   

非正規雇用・圭介護者  
（N＝189）  

非正規雇用・非主介護者  
（N＝117）   

勤務先に介護休業制度  
ある（N＝89）   

勤務先trこ介護休業制度  

ない（N＝305）  

勤務先に介護休業制度   
わからない（N＝175）   

専門・技術的職業（N＝77）  

管理（N＝42）  

事務（N＝202）  

営業・販売職（N＝84）   

保安・サーービス職（N＝126）  

運輸・通信・技能・労務・  

農林（N＝75）  

ロ取得したいロわからない■取得したくない  

※現在、雇用経験サンプ／レ   
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④ 介護休業取得時の懸念材料（対労働者）  

図4，4．1．介護休業取得時の懸念材料  

0％  25％  50％  75％  100％  

同僚に迷惑がかかると思う  
（N＝611）  

収入が減ると思う（N＝611）   

循赦するとき、仕事や職場に  
適応できるか不安である（N＝608）  

上司の理解を得るのが難しい  
と思う（N＝611）  

昇進や昇給に悪影響があると思う  
（N＝607）  

※現在、雇用経験サンプル  
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ロ思う  □わからない ■思わない  

図 4－4．2．介護休業取得時の懸念材料  
一介護休業取得希望別－  

0  25  50  75  

同僚に迷惑がかかると思う  

収入が減ると思う  

復職するとき、仕事や職場に  
適応できるか不安である   

l  

上司の理解を得るのが  
難しいと思う  

昇進や昇給に悪影響が  

あると思う  

ロ介韓休業  日介護休業取得  ■介護休業   
取得したい  わからない  取得したくない  

※現在、雇用経験サンプル  
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⑤ 介護休業以外の年休・欠勤・遅刻・早退等の見込み（対労働者）  

表4．5．1．今後の年休・欠勤・遅刻・早退等の見込み  
－雇用形態と介護役割タイプ別－  

非正規雇用 ≡ 非正規雇用  
・主介護者・非圭介護者  

正規雇用  正規雇用  
・圭介薄着；・非圭介護者  

「する」（％）  

て有給休暇の利用   59．8   弧＝9・∴  ∴畑■・3∴9 46．7  45．0   

早退  49．0   52二・＝敏十  十1 45・1  50．5  

遅刻  38．8   賦こ7∴て十二三132・6  

欠勤  33．1   25・3 弓 21・2  32．0  

〕休暇制度の利用  31．2  26．2              22．8  

休職  15．0  14．O 10．5  

※現在、雇用経験サンプル  

図4．5．1．今後の年休・欠勤・遅刻・早退等の見込み  
一介譲休業取得希望別－  

0  25  50  75  

年次有給休暇の利用  

欠勤  

年休以外の  
休暇制度の利用  

休職  

D介護休業取得   
わからない  

■介護休業   
取得したくない   

ロ介護休業  
取得したい  

※現在、雇用経験サンプル  
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⑥ 現在受けている介護支援及び介護内容（対労働者）  

図5・2・4・現在利用している介護支援（認知症の有無別）  

0 10  20  30  40  50  60  
¶」‾ 「 Ⅶ¶」－「－－、一丁¶－一叫■－ T－－一一¶－一▼  

70   80  

デイサービス  

訪問介護サービフ  

□認知症あり  

□認知症なし  
ショートステイ  

近隣援助E≡轟1  

≡一  

分析対象：現在自宅で介護を受けている要介護者  

ボランティア  

図5・2・5・介護支援で現在受けている介護内容  

0   10  20  30  40  50  60  

47．6  ％  入浴介助（N＝613）  

徒歩での外出（N＝638）  

トイレの介助（N＝445）  

通院介助（N＝709）  

起床介助（N＝418）  

食事の介助（N＝445）   

着替え・身なりの保清（N＝511）  

家事援助（N＝624）  

薬の管理（N＝607）声＝コ11・0  

金銭管理（N＝593）取ら3  
i  

ロ訪問介護ヘルパー、介護施設職員  

ロボランティア、隣人・友人  

各介護内容について、要介護者が介護を必要とする場合を100％とした胤  
分析対象：要介護者が在宅の対象者  

⊇6   



（：2）再度の休業取得要件の見直し  

（こ2）日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」（平成15年   

9月）  

① より利用しやすい育児休業制度（対労働者）  

周nト1し1よ岬j開Lやすい育児休業制度（複数匝】筈1  

l人しハr ft＝∴1い 1歳：ニナ工て，ユてし／）聞 拘‡伸一1に号十一恥鍔  

？て ）  

古l甘打てJLミ，ノ、仇・三、1㍍ナi（ね＝掲首．／い専業r姉・計ノー上り、   

嘗一巨保内榔ニノ、れた）て詫・．「て－∴育り川、管長侶窄iてきろ  

l旗シ宜行てホ児休業を十≡．－とができろ  

■雇用者計（Nニ2（）47）  

厄雇用者男性（N＝1042）  

や層撰者女性（N＝1005）   
′「Lハ主とてよい  

lい  

O 10  20  こ用  40  50  60  70  

2丁   



図Ⅲ－111人の子供について複数回に分けて取得できる育児休業制度を利用する理由  
（複数回答）  

（「複数回に分けて取得できる育児休業制度」であれば利用しやすいと回答した者）  

子供の状況のため  

日頃育児をしてくれていた人¢「）状況のため  

配偶者と育児を交代で行うため  

その他  

、 －■－ －－一一‾‾■－一■一 ‾  ■  l          l l  ‾‾‾■  

r■雇用者計（Nニ724） ～  

ロ雇用者男性（N＝441）F  

L旦星野軒女性（吐≡旦巨旦Lj  

＋1（％）  

0   20   40   60   80  100   

園打－121歳を超えて育児休業することができるとよい理由（複数回答）  
（「1歳を超えての育児休業制度」であれば利用しやすいと回答した者）  

l  

l簸で保育腰＝こ預けるのは早すぎるから  

保育園の入園可鮨時期にあわせるた〝1  

1 i石∩  雇用者計（N＝   

子供がもう少し大きくなるまで一緒にいたいから  

育児休養終了直前の子供の状態（病気筍）に上っては、  
こナLにあわせた対応こが必野だかち  

その他  

ロ雇用者男性（N＝・536）⊆  

」雫！二二．－し‾‾√－トニ‾∴し． 

0 10 20 30  40  50 60  70  

表Ⅱ－5希望する育児休業延長の時期（雇用者）（「1歳を越えての育児休業制度」であれば利用しやすいと回答した者）  

（％）  

育児休業終  
（1歳の誕生  了直前の子  

1歳の誕生日  
日の次の3月  供の病気など  

の次の3月末    宋を越えて  1歳～1歳6ケ  1歳6ケ月～2  2歳～2歳6ケ  2歳6ケ月～3  3歳以上  の状態にあわ   
まで   も）保育園に  その他  

入園できるま  えて育児休業  
で   することがで  

きる   
雇用者計（N＝1125）   3t6  10・5  4・2  17．2  5．2  31．6  11．6  14．1  2．0   

雇用者男性（N＝536）   1・3  4・5  3・9  17．7  5．8  39．9  15．5  9．3  2．1   

雇用者女性（N＝589）   5・6  16・0  4・4  16，6  4．β  24．1  8．1  18．5  1．9   

三8   



3 男性の仕事と家庭の両立の促進  

（1）労働政策研究・研修機構「仕事と生活の両立一育児・介護を中心に－」（平成   

18年5月）  

① 末子育児休業取得者と育児休業を取得しなかった理由（対男性労働者）  

図8．2．2  末子育児休業取得者と育児休業を取得しなかった理由（複数回答）   ％ 

0．O  10．0  20．0  30．0  40．0  

育児休業取得者ll．d 

職場に育児休業制度がなかった  

育児休業制度あったが適用外 17．5  
育児休業があることを知らなかった ＋5．9  

育児休業制度が使いづらかった ■l2．3  

同僚に迷惑がかかると思った■■■■6．9  

昇進・昇級に悪影響があると思ったl■3．3   
復職時仕事への適応が不安だったl■2．3  

上司の理解が難しいと思った ■5．1  

取得して収入を減らしたくなかった ■4，6  

休業を取得する必要がなかった  

仕事をやめて育児に専念したかったlo・5   

家族が仕事をやめることを望んだ・0．0  

その他 ■2．3  

無回答  

12歳以下末子打）いる既婚男性（妊娠当時雇用者n＝393）  

2ヨ   



② 男性の育児休業取得ニーズ（対男性労働者）  

図8．3．1〔雇用者〕男性ライフステージ別育児休業取得ニース  

0，0  20．0  40．0  60．0  80．0  
％  

100．0  

男性・全体（845）  

未婚（168）  

既婚‥子どもなし（68）  

末子年齢6歳以下（214）  

末子年齢ト12歳以下  

（164）  

図8．3．2 今後、子どもを持つと思うかどうか別 育児休業取得ニーズ  

0．0  20．0  40．0  60．0  80．0  

持つと思う（150）  

持たないと思う（311）  

わからない（150）  

■取得したい ロわからない 臼無回答 田取得したくない  

∋0   



（2）日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」（平成15年   

9月）  

① 父親が育児休業を取得しなかった理由（対労働者）  

図Ⅱ－13父親が育児休業を取得しなかった理由（複数回筈）   

父挽が休む必姿がなかった腰が育児匪鞋を収術」  
た．県有臥こフ、れたなど〕  

父粗かひとりで育児はできない・したくなし 

父親が仕罫の都合がつかなかった（仕㌍が中断できな  

い」阻峨で喫舶竹横られなし、軒  

父扱が仕郡を休んたくなかりた  

父純の給料が母紋よりb腕力・つナこから  

父執の給料が人らなし、土経済的に困るから  

父耗ふ育児休業がとれることを知らなかった  

‾】－′】¶‾一‾‾｝▲  

「  

ロ雇用者男性（N＝997）  

lロ濫用者女性（N＝882）】  

二  ▼＿▼＿、，．．．＿＿▼＿▼＿、．＿、  

特にない・分からない  
（％）   

0 10 20 30 40 50 60 70  

ヨ1  



② 産後8週間中における父親の育児休業取得権（対労働者）  

図n－15 産後8週間中における父親の育児休業取得権について   

罷用者計（N＝2047）  

雇用者男性（N＝1042）  

雇用者女性（N＝1005）  

0％  10％  20％  30％  40％  5〔）－よ， 60％  70％  80％ リ0％ 1（10％  

1蓮如っている○ ■ ‾ ■一一－ 一■‾ ‾▲ ■ ■     l  聖塗h  

図Ⅱ－16 産後8週間中における育児休業の取得について  
（雇用者男性 N＝1D42）  

27．0  0．4  

■   
」＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿．＿＿  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

いロできればとりたいロとりたくないロわからない■妻はし  

図ロー17 産後8週間中における実の育児休業の取得について  
（雇用者女性 N＝1005）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

■甘ひとってはLい  

ロできればとってほしし  

□とってほしくない  

□わからない  
■実は雇用者ではなレ  

■実はいない  

、ので育児休業は関係ない 

32  
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③ 産後8週間中に育児休業を取得しない理由、取って欲しくない理由（対労働者）  

匡1Ⅲ－18 産後呂週間中に育児休業を取得したくない理由（複数回答）（雇用者男性 N＝87）  

（産後8週間中の育児休業を「とりたくない」と回答した者）  

仕事に支障が生ずる  

収入が減る   

職場での評価が下がることが心配  

寿が希望しないと思う  

自分以外に手伝ってくれる人がい5■痢11．5  

育児や家事はできない・したくない恥10・3  

】         その他■4．6  （％）  

0  10   20   30   40   5n hn   7n   臼0  

図Ⅲ－19 産後8週間平に実に育児休業を取ってほしくない理由（複数回答）  
（雇用者女性 N＝128）   

（実に産後8週間中の育児休業を「とってほしくない」と回答した者）  

仕事に支障が生ずると思う  

収入が減る   

Ⅰ取場での評価が下がることが心配   

夫以外に手伝ってくれる人がいる  

未では役に立たない  

その他恥7・8  （射  

0  10  20  3t）  40  50  60  70  

ココ   



4 実効性の確保  

（1）都道府県労働局雇用均等室における相談、助言・指導等の状況（平成18年度）  

1相談t指導等件数  
（件）  

法第56条に基づく助言、指導等   

育児関係   相談   うち労働者からの相談   助言   指導   
（制度）   

休業制度   12，197   1，502   4，951   516   
子の看護休暇の制度   3，798   358   4，176   462   
時間外労働の制限   2．219   1フ6   3，765   422   
深夜業の制限   2．192   212   2，544   265   
23条の措置   6，346   720   3．643   374   
24条の措置   1，033   74   3，801   0   

そ聖他   4，396   483   1，120   
、計   

0   

32，181   3，525   24，000   2，039   
（労働者の権利に関する事案）   

休業に係る事案   1，641   861   18   
期間雇用者の休業   456   229   8   0   

休業に係る不利益取扱   1，262   722   29   7   

子の看護休暇の制度   179   123   3   

時間外労働の制限   111   82   2   

深夜業の制限   201   123   4   

23条の措置に係る事案   708   444   12   

24条の措置に係る事案   65   33   0   

労働者の配置に関する配慮   199   140   

そ聖他   391   199   
小計   

13   0  

5．213   2，956   
合 計   

101   13  

37．394   6，481   24，101   2，052   

法第56条に基づく助言、指導等  
介護関係  相談   うち労働者からの相談   助言   指導   
（制度）   

休業制度   5，500   337   5．073   523   
時間外労働の制限   1，613   24   3，732   41了   

深夜業の制限   1，513   29   2．461   253   
23条の措置   2，793   89   4，758   500   
24条の措置   219   9   407   
そ聖他   

0  

919   48   
、計   

323   0   

12，557   536   16，754   1，693   
（労働者の権利に関する事案）   

休業に係る事案   344   102   0   

期間雇用者の休業   29   0   0   

休業に係る不利益取扱   75   28   4   

時間外労働の制限   9   0   0   0   

深夜業の制限   10   0   0   

23条の措置に係る事案   43   13   0   0   

24条の措置に係る事案   5   0   0   

労働者の配置に関する配慮   86   6   

その他   
0  

31   8   

小計   
0  

637   250   
合 計   

12   
13，194   786   16，766   1，694   

職業家庭  両立推進者  

合 計  

総  計  

ヨ4  
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